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新旧対照表（プラス割料金契約約款）  

 

プラス割料金契約約款 旧 プラス割料金契約約款 新 備   考 
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プラス割料金契約約款 旧 プラス割料金契約約款 新 備   考 
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プラス割料金契約約款 旧 プラス割料金契約約款 新 備   考 

 

１．用語の定義 

本個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 

(１) 「プラス割料金契約」とは、基本約款及び本個別約款に基づきお客さまと当社と 

の間で締結する需給契約をいいます。 

(２) 「電気セット割引」とは、プラス割料金契約を締結したお客さまが、プラス割料 

金契約の需要場所において大阪ガス株式会社との間で電気の需給契約を締結し、

その供給を受けている場合に適用対象となる割引をいいます。 

 

２．適用条件 

    本個別約款は、お客さまがプラス割料金契約を希望された場合に、適用いたします。 

 

３．料 金 

   当社は、別表の料金表（各料金表の基本料金及び基準単位料金（基本約款１９の規定

により調整単位料金を算定した場合は、調整単位料金））を適用して料金を算定しま

す。なお、料金表の各料金は、消費税等相当額を含みます。なお、本個別約款による平

均原料価格の算定にあたっては、基本約款１９（２）②ただし書きの適用はないものと

いたします。 

 

４．割引制度 

(１) プラス割料金契約の需要場所において、大阪ガス株式会社との間で電気の需給契

約を締結し、その供給を受けているお客さまは、ご希望により、電気セット割引の

適用を受けることができます。この場合、３に定める料金から１か月につき以下に

記載の割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、料金算定期間の使用

量が０立方メートルの場合は割引の適用は行いません。 

   〔割引額〕 

ア 電気セット割引 

  割引額＝３に定める料金×３パーセント（１円未満の端数切り上げ） 

(２) 割引上限額は、１契約１か月につき４，４００円（消費税等相当額を含みま

す。）といたします。割引額が４，４００円（消費税等相当額を含みます。）を

上回る場合は４，４００円（消費税等相当額を含みます。）といたします。 

(３) 割引制度の適用を希望されるお客さまは、当社にお申し込みいただきます。 

 

５．精算 

お客さまは、大阪ガス株式会社との電気の需給契約終了後もプラス割料金契約を継続さ

れる場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、電気セット割引の 

 

１．用語の定義 

本個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 

(１) 「プラス割料金契約」とは、基本約款及び本個別約款に基づきお客さまと当社と 

の間で締結する需給契約をいいます。 

(２) 「電気セット割引」とは、プラス割料金契約を締結したお客さまが、プラス割料 

金契約の需要場所において大阪ガス株式会社との間で電気の需給契約を締結し、

その供給を受けている場合に適用対象となる割引をいいます。 

 

２．適用条件 

    本個別約款は、お客さまがプラス割料金契約を希望された場合に、適用いたします。 

 

３．料 金 

   当社は、別表の料金表（各料金表の基本料金及び基準単位料金（基本約款１９の規定

により調整単位料金を算定した場合は、調整単位料金））を適用して料金を算定しま

す。なお、料金表の各料金は、消費税等相当額を含みます。なお、本個別約款による平

均原料価格の算定にあたっては、基本約款１９（２）②ただし書きの適用はないものと

いたします。 

 

４．割引制度 

(１) プラス割料金契約の需要場所において、大阪ガス株式会社との間で電気の需給契

約を締結し、その供給を受けているお客さまは、ご希望により、電気セット割引の

適用を受けることができます。この場合、３に定める料金から１か月につき以下に

記載の割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、料金算定期間の使用

量が０立方メートルの場合は割引の適用は行いません。 

   〔割引額〕 

ア 電気セット割引 

  割引額＝３に定める料金×３パーセント（１円未満の端数切り上げ） 

(２) 割引上限額は、１契約１か月につき４，４００円（消費税等相当額を含みま

す。）といたします。割引額が４，４００円（消費税等相当額を含みます。）を

上回る場合は４，４００円（消費税等相当額を含みます。）といたします。 

(３) 割引制度の適用を希望されるお客さまは、当社にお申し込みいただきます。 

 

５．精算 

お客さまは、大阪ガス株式会社との電気の需給契約終了後もプラス割料金契約を継続さ

れる場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、電気セット割引の 
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プラス割料金契約約款 旧 プラス割料金契約約款 新 備   考 

適用は、当社が通知を受けた直後の検針日までといたします。なお、電気の需給契約

終了後最初の検針日の翌日以降も電気セット割引が適用されていた場合、電気セット割

引の適用は電気の需給契約の終了が明らかになった直後の検針日までとするとともに、

適用終了後の期間について、適用すべき条件に基づいて算定したプラス割料金契約の遅

収料金と既に料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。 

 

６．その他 

その他の事項については、基本約款を適用いたします。 

 

付則 

１．本個別約款の実施期日 

本個別約款は、2019 年 10 月 1日から実施いたします。 

 

２．本個別約款の実施に伴う切替え措置 

(1) 当社は、料金算定期間にかかる供給の起点が 2019 年 10 月 1日より前であって、 

2019 年 10 月 1日から同月 31日までの間に支払義務が発生する料金については、 

現行の基本約款の変更前の基本約款（以下「旧基本約款」といいます。）および 

本個別約款の変更前の個別約款（以下「旧個別約款」といいます。）に基づき算 

定いたします。 

(2) 当社は、料金算定期間にかかる供給の起点が 2019 年 10 月 1 日より前であって、

2019 年 11 月 1 日以降に支払義務が発生する料金については、次の算式により算定

いたします。 

（算 式） 

料金（※１）＝（イ）消費税率を 8パーセントとして算定した料金（※２）×α 

      ＋（ロ）消費税率を 10 パーセントとして算定した料金（※３）×（１ 

－α） 

※１  各項の算定においては、1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り

捨ていたします。 

※２  （イ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる基準単位料金に

ついては、旧個別約款表の各料金表を適用いたします。 

※３  （ロ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる基準単位料金に

ついては、本個別約款別表に規定する各料金表を適用いたします。 

 

（備 考） 

 α＝前回確定日（※）の翌日から起算して2019年10月31日までの期間の月数（※※） 

適用は、当社が通知を受けた直後の検針日までといたします。なお、電気の需給契約

終了後最初の検針日の翌日以降も電気セット割引が適用されていた場合、電気セット割

引の適用は電気の需給契約の終了が明らかになった直後の検針日までとするとともに、

適用終了後の期間について、適用すべき条件に基づいて算定したプラス割料金契約の遅

収料金と既に料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。 

 

６．その他 

その他の事項については、基本約款を適用いたします。 

 

付則 

１．本個別約款の実施期日 

本個別約款は、2022 年 10 月 1日から実施いたします。 

 

２．本個別約款の実施に伴う切替え措置 

(1) 当社は、料金算定期間にかかる供給の起点が 2019 年 10 月 1日より前であって、 

2019 年 10 月 1日から同月 31日までの間に支払義務が発生する料金については、 

現行の基本約款の変更前の基本約款（以下「旧基本約款」といいます。）および 

本個別約款の変更前の個別約款（以下「旧個別約款」といいます。）に基づき算 

定いたします。 

(2) 当社は、料金算定期間にかかる供給の起点が 2019 年 10 月 1 日より前であって、

2019 年 11 月 1 日以降に支払義務が発生する料金については、次の算式により算定

いたします。 

（算 式） 

料金（※１）＝（イ）消費税率を 8パーセントとして算定した料金（※２）×α 

      ＋（ロ）消費税率を 10 パーセントとして算定した料金（※３）×（１ 

－α） 

※１  各項の算定においては、1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り

捨ていたします。 

※２  （イ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる基準単位料金に

ついては、旧個別約款表の各料金表を適用いたします。 

※３  （ロ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる基準単位料金に

ついては、本個別約款別表に規定する各料金表を適用いたします。 

 

（備 考） 

 α＝前回確定日（※）の翌日から起算して2019年10月31日までの期間の月数（※※） 
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プラス割料金契約約款 旧 プラス割料金契約約款 新 備   考 

／前回確定日（※）の翌日から起算して 2019 年 10 月 1 日以後最初の支払義務発生日まで

の期間の月数（※※） 

※ 前回確定日とは、2019 年 9 月 30 日以前の支払義務発生日のうち最後のもの

（支払義務発生日がない場合は新たにガスの使用を開始した日）をいいま

す。 

※※ 月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは 1月といたし 

ます。 

 

 

 

／前回確定日（※）の翌日から起算して 2019 年 10 月 1 日以後最初の支払義務発生日まで

の期間の月数（※※） 

※ 前回確定日とは、2019 年 9 月 30 日以前の支払義務発生日のうち最後のもの

（支払義務発生日がない場合は新たにガスの使用を開始した日）をいいま

す。 

※※ 月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは 1月といたし 

ます。 
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プラス割料金契約約款 旧 プラス割料金契約約款 新 備   考 

（別 表） 

料金表 

(１) 適用区分 

料金表Ａ 使用量が０立方メートルから２０立方メートルまでの場合に適用

いたします。 

     料金表Ｂ 使用量が２０立方メートルを超え、５０立方メートルまでの場合に

適用いたします。 

     料金表Ｃ 使用量が５０立方メートルを超え、１００立方メートルまでの場合

に適用いたします。 

     料金表Ｄ 使用量が１００立方メートルを超え、２００立方メートルまでの場

合に適用いたします。 

     料金表Ｅ 使用量が２００立方メートルを超え、５００立方メートルまでの場

合に適用いたします。 

     料金表Ｆ 使用量が５００立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

 (２) 料金表 

① 料金表Ａ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，１０３．１９円 
 

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３９．５１円 
 

 

② 料金表Ｂ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，１０６．８６円  

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３９．３３円 
 

 

③ 料金表Ｃ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，１４７．６０円 
 

 

イ 基準単位料金 

 

（別 表） 

料金表 

(１) 適用区分 

料金表Ａ 使用量が０立方メートルから２０立方メートルまでの場合に適用

いたします。 

     料金表Ｂ 使用量が２０立方メートルを超え、５０立方メートルまでの場合に

適用いたします。 

     料金表Ｃ 使用量が５０立方メートルを超え、１００立方メートルまでの場合

に適用いたします。 

     料金表Ｄ 使用量が１００立方メートルを超え、２００立方メートルまでの場

合に適用いたします。 

     料金表Ｅ 使用量が２００立方メートルを超え、５００立方メートルまでの場

合に適用いたします。 

     料金表Ｆ 使用量が５００立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

 (２) 料金表 

① 料金表Ａ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，１０３．１９円 
 

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３９．５１円 
 

 

② 料金表Ｂ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，１０６．８６円  

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３９．３３円 
 

 

③ 料金表Ｃ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，１４７．６０円 
 

 

イ 基準単位料金 

 

 

 

 

 

 



－7－ 

 

プラス割料金契約約款 旧 プラス割料金契約約款 新 備   考 

 

１立方メートルにつき １３８．５１円 
 

 

④ 料金表Ｄ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，２５８．６２円 
 

 

   イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３７．４０円 
 

 

⑤ 料金表Ｅ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，９０８．４３円 
 

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３４．１５円 
 

 

⑥ 料金表Ｆ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 ２，９７７．８８円 
 

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３２．０２円 
 

 

(３) 調整単位料金 

(２)の各基準単位料金をもとに基本約款１９の規定により算定した１立方メートル当

たりの単位料金（基準単位料金に毎月変動する平均原料価格で調整した料金）といた

します。 

 

 

１立方メートルにつき １３８．５１円 
 

 

④ 料金表Ｄ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，２５８．６２円 
 

 

   イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３７．４０円 
 

 

⑤ 料金表Ｅ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 １，９０８．４３円 
 

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３４．１５円 
 

 

⑥ 料金表Ｆ 

ア 基本料金 

ガスメーター１個につき１か月 ２，９７７．８８円 
 

 

イ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３２．０２円 
 

 

(３) 調整単位料金 

(２)の各基準単位料金をもとに基本約款１９の規定により算定した１立方メートル当

たりの単位料金（基準単位料金に毎月変動する平均原料価格で調整した料金）といた

します。 

 

 

 

 

 

 


